
 

 

 

東北大学(青葉山３)ユニバーシティ・ハウス等整備事業 

入札説明書等に関する質問回答書（１回目） 
 

 

 

○ 本質問回答書（１回目）は、平成２８年３月３１日（木）から４

月１日（金）に受け付けた東北大学(青葉山３)ユニバーシティ・ハ

ウス等整備事業の入札説明書等に関する質問を入札説明書等の項目

順に整理し、その回答を記載したものです。 

○ 質問の内容は、質問者の記載どおりとしています。ただし、質問

の記載位置については、本学で整理していますので注意してくださ

い。 

＜ 総 括 ＞ 

書 類 名 質問数 

入 札 説 明 書  ３７ 

様 式 集  ２４ 

要 求 水 準 書 ・ 本 文  ４６ 

要 求 水 準 書 ・ 資 料   ４ 

事 業 者 選 定 基 準   ４ 

基 本 協 定 書 （ 案 ） ― 

事 業 契 約 書 （ 案 ） ― 

そ の 他   ３ 

合 計 １１８ 

 

平成２８年４月１３日 

国 立 大 学 法 人 東 北 大 学 
 

 

 

 

 

 

  



（１） 

 

入札説明書等に関する質問回答書（１回目） 
 

＜ ① 入札説明書に関する質問 ＞ 
 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

1 
資料の優先順

位 
      

公表された資料（入札説明

書、要求水準書等）の間で相

違があった場合の優先順位を

ご教示ください。 

事業契約書（案）第５条第４

項、第５項によるものとしま

す。 

2 日影規制 2 1 6 2 4   

建築基準法第５６条の２第１

項ただし書きの規定による認

可を受けている、とあります

が、本事業による許可の内容

照会、行政報告業務は大学が

行うものと考えてよろしいで

しょうか。 

建築基準法第５６条の２第１

項ただし書きの規定につい

て、本事業による許可の内容

照会及び行政報告業務等は、

事業者が行うものとし、事業

者の業務において必要な資料

等は本学より貸与します。 

3 
不動産登記費

用 
3 1 6 4 2 ①  

ＢＴＯ方式ですが、貴学は、

当施設について不動産登記を

されるのでしょうか。登記関

連の費用負担は、事業者でみ

なくてよいと理解してよろし

いでしょうか。 

事業契約書（案）第３７条第

２項によるものとします。な

お、当該条項での「協力」と

は、事業者しか持ち得ていな

い、あるいは、事業者が当然

に持ち得ている図面及び書類

等の提供等を想定していま

す。 

4 

事 業 契 約 書

（案）、基本

協定書（案） 

6 1 7     

基本協定書（案）、事業契約

書（案）はいつ頃開示してい

ただけるのでしょうか。 

入札説明書Ｐ１の下段に記載

されているように、平成２８

年４月８日に本学のホームペ

ージで公表しました。 

5 
プレゼン・ヒ

アリング 
6 1 7     

必要に応じてプレゼン・ヒア

リングを実施するとあります

が、現時点で実施される可能

性はどの程度でしょうか。 

プレゼンテーション・ヒアリ

ングを実施するかどうかは、

入札参加者から入札書等及び

提案書の提出を受けた後の早

い段階で決定し、入札参加者

に通知するものとします。 

6 
特別目的会社

について 
7      

複数の企業によって構成した

グループの中の企業が代表企

業となり、特別目的会社を設

立せず、グループ内の企業を

協力会社と位置付けて入札参

加することは可能でしょう

か。 

ご質問の場合は、入札説明書

Ｐ７の８(1)1)の「単独企業

（入札参加企業）」に該当す

るものであり、入札参加グル

ープには該当しません。な

お、同①の規定により単独企

業（入札参加企業）にあって

は、新たに特別目的会社を設

立することなく入札参加企業

自らが事業者（本学との契約

当事者）となることを選択で



（２） 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

きるものとしています。ま

た、協力会社については、同

③、④の規定を参照してくだ

さい。 

7 
入札参加者の

構成 
7 1 8 1 1   

単独企業が契約当事者となる

前提で業務委託先を「協力会

社」として参加表明した後

で、単独企業がＳＰＣを設立

してＳＰＣを契約当事者にし

ようとする場合、業務委託先

（参加表明時と同じ）は「協

力会社」ではなく「入札参加

グループの構成員」と見なさ

れＳＰＣへの出資義務を負う

のでしょうか、それともＳＰ

Ｃの協力会社として出資義務

までは求められないのでしょ

うか。 

「協力会社」はあくまでも協

力会社であり、入札参加グル

ープの構成員ではありませ

ん。なお、協力会社による特

別目的会社への出資は任意で

すが、当該出資は入札参加グ

ループの構成員の出資として

は認められないことに留意し

てください。 

8 資格等要件 8 1 8 1 3 ①  

設計・維持管理に当たる者の

要件に、延べ床面積５,００

０㎡以上がありますが、１物

件で複数棟を取り扱った場

合、合計が５,０００㎡以上

でも満たすことになるでしょ

うか。 

同一の契約あるいは一連の契

約で、かつ、同一敷地内ある

いは同一団地内における実績

で資格等要件を満たせばよい

ものとします。 

9 

監理技術者又

は主任技術者

の専任 

10 1 8 1 3 ② ｪ 

「共同企業体を構成する場合

は、代表企業（ここでは建設

分野において）監理技術者又

は主任技術者を専任すること

で、構成企業は相当の施工実

績を有した５年未満でもあっ

ても構成企業からは監理技術

者又は主任技術者を専任しな

くても良いと解釈して良いで

しょうか。 

ご理解のとおりです。＜様式

９＞の脚注「１ 建設工事を

複数の者（複数の建設に当た

る者）で実施する場合は、企

業ごとに作成してください。

この場合、専任で配置する者

の要件は、当該複数の者（複

数の建設に当たる者）によっ

て満たされればよいものとし

ます。」を参照してくださ

い。 

10 

監理技術者又

は主任技術者

の決定 

10 1 8 1 3 ② ｪ 

「監理技術者又は主任技術者

を決定できないことにより複

数名の候補者をもって競争参

加資格確認申請書を提出する

ことは差支えない」とありま

す。社内事情を含め、止むを

得ない事情により候補者を変

更することは可能でしょう

病休・死亡・退職等の極めて

特別な事由でやむを得ないと

本学が認めた場合以外は、原

則として専任技術者の変更は

不可とします。いわゆる「社

内事情」は、当該やむを得な

い事由とはいえず、複数名の

候補者をもって申請すること
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

か。 で対応してください。 

11 SPCの設立 12 1 8 1 6   

ＳＰＣを設立する場合、所在

地の指定はございますでしょ

うか。 

特別目的会社の所在地の指定

はありません。 

12 

要求水準確認

書 （ 個 別 提

案）や個別対

話の内容 

16 1 12 1    

要求水準確認書（個別提案）

や個別対話の内容は、入札参

加者固有のアイディアやノウ

ハウが含まれるため、公表さ

れないとの理解でよろしいで

しょうか。 

ご理解のとおりです。ただ

し、入札説明書Ｐ１６に記載

されているように、要求水準

確認書（個別提案）・事業者

入居者サービス業務提案書に

一般的な（入札参加者に共通

の）確認及び提案が含まれて

いると本学が判断した場合

は、当該質問回答について、

入札説明書等に関する質問回

答書（２回目）とあわせて公

表します。 

13 
履行保証保険

契約 
20 1 16 2    

事業者ではない（協力会社に

該当する）建設に当たる者

が、貴学を被保険者として履

行保証保険契約を締結できる

場合は、質権設定は不要でし

ょうか。 

ご理解のとおりです。 

14 履行保証保険 20 1 16 2    

「施設整備費相当の１００分

の３０以上について、本学又

は事業者を被保険者とする履

行保証保険契約を締結し」と

ありますが、他事業では１０

０分の１０とするケースが多

いと認識しています。１００

分の１０としていただくこと

は可能でしょうか。 

原案のとおりとします。 

15 保険 24 1 25 1    

各種保険は、被保険者が事業

者又は受託者となっているた

め、大学を被保険者とした提

案は不可との理解でよろしい

でしょうか。 

本学を被保険者に含めること

自体は問題ありませんが、保

険の趣旨からして、事業者又

は受託者が被保険者になるも

のと認識しています。 

16 保険 24 1 25 1    

建設期間中の保険は明示され

ていますが、維持管理・運営

期間中の保険についてもご教

示願います。 

事業者が事業の安全に資する

ために自ら提案して付保して

ください。 

17 債権譲渡 27 2 1 3    

事業者が債権の譲渡について

の承諾を求めても、貴学が承

諾しないケースもあるのでし

事業者が本学に対して有する

債権の譲渡（譲渡担保権の設

定は除きます。）について、
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

ょうか。 本学が承諾する予定はありま

せん。 

18 
債権の担保提

供 
27 2 1 4    

事業者が債権の担保提供につ

いての承諾を求めても、貴学

が承諾しないケースもあるの

でしょうか。 

いわゆるプロジェクトファイ

ナンス又はこれに準拠する方

式で資金調達が行われる場

合、本学は、融資機関に対す

る債権の担保提供を承諾する

予定です。ただし、本学と融

資機関との間で、①本学が事

業契約に基づいて事業者に対

して有する全ての抗弁（相殺

の抗弁を含むがこれに限られ

ません。）を融資機関に主張

することができること、②担

保権の実行に当たっては原則

として本学との協議を実施す

ること等を内容とする直接協

定を締結することを条件とし

ます。 

19 

事業者に対す

る支払額の減

額等 

29 2 2 4 4   

モニタリングの結果、施設整

備費相当が減額されることも

あり得るのでしょうか。 

維持管理業務、管理運営業務

及び入居者サービス業務のモ

ニタリングの結果により、施

設整備費相当を減額すること

はありません。 

20 事業の終了 29 2 3 1 1   

本施設を利用する学生数の大

幅な減少等により貴学が本施

設を維持・継続できないと判

断して維持管理業務等を終了

させることはあり得るのでし

ょうか。 

本学としては、ご質問のよう

な事態を想定しておりませ

ん。 

21 事業の終了 29 2 3 1 1   

本施設を利用する学生数の大

幅な減少等により貴学が本施

設を維持・継続できないと判

断して維持管理業務等を終了

させたこと（これがあり得る

として）により事業者に不利

益が生じた場合、貴学に違約

金等を請求することはできる

のでしょうか。 

ご質問の事業契約の解除は、

事業契約書（案）第６８条等

によるものとし、事業者によ

る本学に対する損害の賠償の

請求は、事業契約書（案）第

７２条第４項等によるものと

します。 

22 
事業期間終了

時の措置 
29 2 3 1 2   

本事業期間終了時に維持管理

業務等を貴学に引継ぐ方法と

して、貴学が、これら業務を

行っていた事業者や協力会社

と、新たに業務委託契約等を

原則として、当該業務につい

て、事業契約終了の時点で一

般競争入札等にかけることと

なります。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

締結して、継続させることも

あり得るのでしょうか。 

23 

施 設 費 相 当

（その他の費

用） 

34 別 2 1 1   

通常の不動産売買においては

買主負担となる不動産取得

税、登録免許税、不動産登記

費用等は、本事業においても

事業者が負担する必要はない

との理解で宜しいでしょう

か。 

ご質問の不動産取得税につい

ては、事業者と建設企業にお

ける工事請負契約に必要とな

る条項を追加するとともに、

一定の条件を満たすことによ

り、非課税になるものと認識

しています。ただし、本学

は、課税する者、あるいは、

課税を受ける者ではありませ

んので、入札参加者において

確認をお願いします。 

ご質問の登録免許税、不動産

登記費用等については、番号

３への回答を参照してくださ

い。 

24 

サービス購入

費に消費税及

び地方消費税

を加えた総額 

36 別 2 1 5   

算式の「Ａ」で定義される消

費税及び地方消費税の税率

は、実際に貴学が支払う消費

税等の税率によらず、８％で

計算して良いのでしょうか。

ご理解のとおりです。当該算

式は、入札書等及び提案書の

提出時点での必要条件です。

25 
サービス購入

費の支払方法 
36 別 2 2 1   

施設整備業務を２期に分けて

実施し、第１期（早い方）を

先行稼働（供用開始）する場

合、第１期の供用開始から第

２期（遅い方）の供用開始ま

での期間は、第１期分に相当

するサービス購入費（例えば

年額の２分の１）が支払われ

るのでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

26 
施設整備費相

当の消費税等 
36 別 2 2 1   

事業者の責によらず事業契約

の締結が２０１６年１０月以

降となった場合や事業契約が

税法上の要件を満たさない場

合等により、消費税率の経過

措置を受けられない場合に

は、施設整備費相当の消費税

等も実際の税率に変更される

のでしょうか。 

平成２９年４月から消費税率

が改正されるとしたとき、事

業契約の締結が平成２８年

１０月以降となったときや事

業契約の内容が消費税法上の

要件を満たさない等により、

いわゆる経過措置等が適用さ

れない場合は、改正後の消費

税率を適用することとなりま

す。なお、その場合の増額費

用の負担については、当該事

由により判断するものとしま

す。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

27 
サービス購入

費（入居率） 
36 別 2 2 1   

想定入居率９０％を上回った

場合、増加収入の取扱いにつ

いてご教示ください。 

実際の入居率が９０％以下で

あっても９０％を超えても、

サービス購入費は（規定によ

る改定がない限り）変更はあ

りません。実際の入居率とサ

ービス購入費は連動しませ

ん。 

28 

サービス購入

費（維持管理

費） 

36 別 2 2 1   

サービス購入費（維持管理費

相当）については、事業期間

中にわたり平準化して支払う

とのことですが、これは大規

模修繕費も含め完全に平準化

して支払うということでしょ

うか。 

大規模修繕費に限り、いわゆ

る凸凹払いといった考え方は

認められないとの理解でよろ

しいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

29 

施設整備費相

当に係る消費

税及び地方税

の支払い方法 

36 別 2 2 1 ②  

「原則として、消費税及び地

方消費税率の改正があっても

変更しないものとする。」と

ありますが、施設整備費に係

る建設工事に関しては工事請

負契約が工事着工間際となる

ため、税制改正がされた場合

は配慮いただけますでしょう

か。 

番号２６への回答を参照して

ください。 

30 

維持管理費相

当に係る消費

税及び地方消

費税の支払い

方法 

37 別 2 2 1 ④  

大規模修繕費は、年度毎に変

動があるが、これを事業期間

で平準化して維持管理費の一

部として支払われると理解し

ております。事業期間の途中

で、消費税率の改正があった

場合、どのような維持管理費

相当に係る消費税及び地方消

費税の支払い方法となるので

しょうか。 

大規模な修繕・更新業務は、

維持管理業務の一部であり、

消費税率の改正については、

入札説明書Ｐ３７の「④ 維

持管理費相当に係る消費税及

び地方消費税の支払方法」に

よるものとします。 

31 

サービス購入

費（モニタリ

ングによる減

額） 

37 別 2 2 2   

サービス購入費（施設整備費

相当）は、維持管理・運営期

間中のモニタリング結果によ

って、減額・留保の対象とは

ならないとの理解でよろしい

でしょうか。 

番号１９への回答を参照して

ください。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

32 

サービス購入

費（モニタリ

ングによる減

額） 

37 別 2 2 2   

モニタリングによる維持管

理・運営費の減額について、

減額ポイントは３ヶ月分を累

計しこれを一区切りとしてい

ますが、この減額ポイントは

四半期毎に精算され、次の期

間には持ち越さないとの理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。事業契

約書（案）別紙１１によるも

のとします。 

33 

物価変動に伴

う維持管理費

相当の改定 

40 別 2 3 3   

大規模修繕費は、年度毎に変

動があるが、これを事業期間

で平準化して維持管理費の一

部として支払われると理解し

ております。事業期間の途中

で、物価変動に伴う維持管理

費改正があった場合、どのよ

うな維持管理費相当に係る消

費税及び地方消費税の支払い

方法となるのでしょうか。 

大規模な修繕・更新業務は、

維持管理業務の一部であり、

物価変動に伴う維持管理費相

当の改定があった場合の消費

税率の改正については、入札

説明書Ｐ４０の「3) 物価変

動に伴う維持管理費相当の改

定」によるものとします。 

34 

物価変動に伴

う維持管理費

相当の改定 

40 別 2 3 3   

大規模修繕費は、維持管理費

の一部として支払われると理

解しております。物価変動に

伴う維持管理費改正があった

場合の適用指数は、「企業向

けサービス価格指数・建物サ

ービス（確報）」なのでしょ

うか。 

大規模な修繕・更新業務は、

維持管理業務の一部であり、

ご理解のとおりです。 

35 

物価変動に伴

う維持管理費

相当の改定 

40 別 2 3 3 ①  

「事業期間中の物価変動に対

応して維持管理費相当を改定

する。」とあり、適用指数は

「企業向けサービス価格指

数・建物サービス（確報）」

とするとありますが、大規模

修繕業務においては適用でき

ないと思います。大規模修繕

業務に当たっては建築物価及

び公共労務単価等を適用でき

ないでしょうか。 

原案のとおりとします。な

お、本事業における大規模な

修繕・更新業務とは、入札説

明書Ｐ５において「※（略）

入札説明書等（主に要求水準

書）に示す機能を維持するた

めに行う日常的及び定期的な

修繕・更新業務のうち、一定

の期間が経過した後にまとめ

て行う大規模な修繕・更新業

務のこととし、入札説明書等

（主に要求水準書）に示す機

能を維持するために行う修

繕・更新業務の範囲を超え

た、いわゆる建築工事や設備

工事の全面リニューアルまで

を求めるものではない。」と

していることに留意してくだ



（８） 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

さい。 

36 

物価変動に伴

う管理運営費

相 当 の 改 定

（ 光 熱 水 費

分） 

41 別 2 3 5   

入札書等提出時の電気・ガ

ス・水道・下水道の想定使用

量を、事業期間中の実際の使

用量が超過する（使用量が想

定以上になる）場合において

も、想定使用量の超過分に見

合う管理運営費相当（光熱水

費分）の改定はできないので

しょうか。 

ご理解のとおり、実際の使用

量が、入札書等及び提案書の

提出時の想定使用量以下であ

っても、想定使用量を超える

場合であっても、実際の使用

量の変動によるサービス購入

費の改定は行いません。 

37 

物価変動に伴

う管理運営費

相 当 の 改 定

（ 光 熱 水 費

分） 

41 別 2 3 5   

入札書等提出時の電気・ガ

ス・水道・下水道の想定使用

量を、事業期間中の実際の使

用量が下回った（使用量が想

定以下になる）場合において

も、想定使用量の差額に見合

う管理運営費相当（光熱水費

分）の改定はないと理解して

よいでしょうか。 

番号３６への回答を参照して

ください。 

 

＜ ② 様式集に関する質問 ＞ 
 

番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) ① - 質  問 回  答 

38 
提出書類の作

成方法 
4  2 4 1   

「太ゴシックとなっている項

目への記載は、必ず当該項目

に基づいて（内容・順番とも

に変更しないで）ください」

とありますが、提案をよりよ

いものにするために、太ゴシ

ック以外の項目についても指

定の項目や枚数制限を遵守す

れば記載は可能でしょうか。

「（略）太ゴシックとなって

いる項目への記載は、必ず、

当該項目に基づいて（内容・

順番ともに変更しないで）く

ださい。」としていることに

留意しつつ、「太ゴシック以

外の項目」を記載しようとす

る場合は、「その他独自の提

案」の項目がある様式におい

ては「その他独自の提案」に

記載してください。 

39 
提出書類の作

成方法 
4  2 4 4   

提出書類で使用する本文の文

字の大きさは１０ポイント以

上であれば、字体は事業者の

任意でよろしいでしょうか。

字体（書体）は問いません。

40 
提出書類の作

成方法 
4  2 4 4   

提出書類で使用する本文の文

字の大きさは１０ポイント以

上とありますが、提案書に記

載する図表やイラストの文字

は判読できる程度のフォント

サイズでよろしいでしょう

ご理解のとおりです。 



（９） 

 

番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) ① - 質  問 回  答 

か。 

41 
提案書の提出

書類 
6  2 4 7 1  

提案書は正本（製本１部）、

副本（バインダー綴じ２０

部）とありますが、製本につ

いて、ファイルの種類や綴じ

方の注意点等の詳細について

ご教示ください。 

「正本（製本１部）」の提出

は、提出後の原本管理が目的

であり、例えば、バインダー

綴じする直前に、内容物一式

をホチキス等で締結すること

でよいものとします。 

42 
提案書の提出

書類 
6  2 4 7 1  

金融機関以外の関心表明書等

の参考資料を添付する場合

は、提案書の末尾に添付して

もよろしいでしょうか。 

＜様式３２＞において求めて

いる「金融機関等（あくまで

も「資金調達先」に限る。）

の関心表明書等」以外の関心

表明書等の提出は認めませ

ん。説明上、どうしても提出

したい場合は、各様式の本文

（指定枚数以内）を使用し、

匿名で掲載してください。 

43 
提出書類につ

いて 
6  2 5 7   

提出書類のデータは、ＰＤＦ

及びＥＸＣＥＬとなっており

ますが、ＰＤＦの部分はパワ

ーポイントやイラストレータ

ーのデータでもよろしいでし

ょうか。 

ご理解のとおりです。ＰＤＦ

データ（テキストのコピー・

アンド・ペーストが可能なモ

ード）での提出であれば、作

成ソフトは問いません。 

44 
入札参加表明

書 
12 3     

様式３以降の捺印箇所がある

様式について、代表企業や各

構成員は「代表者（社長

印）」より委任を受けていれ

ば、「執行役（支店長印）」と

して提出してよろしいでしょ

うか。 

代表権を有している者からの

委任状（自由様式）又はこれ

に替わるもの（年間委任状で

委任を受けていることを証す

る書類、支配人に関する事項

が記載された会社の登記事項

証明書等）を提出してくださ

い。 

45 

競争参加資格

確認申請書添

付書類の提出

確認表 

15 5     

納税に関する書類は「納税証

明書（その３の３）」の写し

でもよろしいでしょうか。 

よいものとします。なお、＜

様式１３＞の脚注を「３ 本

様式の後（うしろ）に添付す

る書類は、本文１を証する書

類として、「納税証明書（そ

の１・納税額等証明用）税

目：法人税」及び「納税証明

書（その１・納税額等証明

用）税目：消費税及び地方消

費税」又は「納税証明書（そ

の３の３）」の写しを添付し

てください。なお、当該書類

の証明日は、競争参加資格確

認申請書の提出期限の日の３



（１０） 

 

番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) ① - 質  問 回  答 

か月以内としてください。」

に修正します。 

46 

協力会社の記

載について 

16 6       本様式について、『入札参加

企業又は入札参加グループの

構成員並びに協力会社一覧

表』と題目にありますが、下

欄の左の文言には協力会社の

文言がございません。協力会

社を記載させて頂きたいので

すが、その際どのように記載

すれば宜しいでしょうか。 

＜様式６＞の表の２枠目以降

の左側を次のように修正しま

す。 

47 

入札参加企業

又は入札参加

グループの構

成員並びに協

力会社一覧表 

16 6     

本表の各欄の左側は全て「入

札参加企業又は入札参加グル

ープの代表企業」となってお

りますが、入札参加グループ

の構成員又は協力会社は、ど

のように記載（明記）したら

宜しいでしょうか。 

番号４６への回答を参照して

ください。 

48 

入札参加企業

又は入札参加

グループの構

成員並びに協

力会社一覧表 

16 6     

「呼称」については、提案書

についても同じ名称で記載し

なければいけないのでしょう

か。呼称の変更は可能でしょ

うか。 

＜様式６＞の【呼称】と提案

書内の【呼称】は一致させて

ください。やむを得ず（説明

上錯誤が生じる場合等）変更

したい場合は、入札書等及び

提案書の提出までに、文書

（自由書式）により本学の承

諾を得てください。 

49 

入札参加企業

又は入札参加

グループの構

成員並びに協

力会社一覧表 

16 6     

グループで参加する場合、代

表企業以外のグループの構成

員については「入札参加企業

又は入札参加グループの代表

企業」のうち「入札参加企

業」に○を付けてよろしいで

しょうか。 

番号４６への回答を参照して

ください。 

50 
電気工事・管

工事の担当者 
21 9     

施工実績で電気工・管工事

各々記載することになってお

りますが、兼務でも宜しいで

しょうか。 

必要要件を満たしているので

あれば、同一の者（企業）

を、建築一式工事、電気工事

（建築一式工事における実績

を含む。）、管工事（建築一式

工事における実績を含む。）

に記載することは問題ありま

せん。ただし、様式は省略せ

ずに、建築一式工事、電気工

事（建築一式工事における実

績を含む。）、管工事（建築一

入札参加グループ
の 構 成 員

又は 
協 力 会 社



（１１） 

 

番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) ① - 質  問 回  答 

式工事における実績を含

む。）のそれぞれに記載して

ください。 

51 

竣工時 CORINS

の登録内容確

認書 

22 9     

竣工時ＣＯＲＩＮＳの登録内

容確認書（工事実績）の写し

を添付することになっており

ますが、建設工事着手までに

登録するのが通例と思われま

す。建物規模が地上３階以上

かつ延べ面積５,０００㎡以

上の施工実績があってもＣＯ

ＲＩＮＳ登録がなされていな

い、又はＣＯＲＩＮＳ登録済

み担当者と専任で配置する者

が同一でない場合、後日登録

し写しを添付することで良い

でしょうか。 

施工経験を証する書類として

ＣＯＲＩＮＳを使用しない場

合は、業務の契約書及び仕様

書又は図面等の写しを添付し

てください。ただし、担当の

工事（建築一式工事）、工事

の名称、工事の発注者、工事

の完了年度、建物用途、建物

規模（階数）、建物規模（延

べ面積）が確認できるものと

してください。 

52 

資格要件に関

して 

23 10     下欄に（主任技術者・設計実

績）とありますが、（主任技

術者・工事監理実績）に読み

替えると判断しても宜しいで

しょうか、ご教示下さい。 

当該「（主任技術者・設計実

績）」を「（主任技術者・工事

監理実績）」に修正します。 

53 
実績を証する

書類 
25 11     

実績を証する書類として業務

の契約書及び仕様書等の写し

の添付が求められておりま

す。 

契約先との守秘義務の観点か

ら資料上で物件を特定できる

記載部分等（客先名称、所在

地、費用等）を塗り潰した形

での提出でよろしいでしょう

か。 

業務の契約書及び仕様書等の

写しは、担当の業務（維持管

理業務）、業務の名称、業務

の発注者、業務の完了年度、

建物用途、建物規模（延べ面

積）が確認できるものとして

ください。 

なお、入札説明書Ｐ１５の

「(5) 競争参加資格確認申請

書の取扱い」に記載している

ように「本学は、提出された

競争参加資格確認申請書を競

争参加資格確認審査以外に入

札参加者に無断で使用しな

い。」としている（本学に守

秘義務がある。）ことに留意

してください。 

54 
委任状（代理

人） 
40 22     

グループで参加する場合、様

式２２の提出は不要との理解

でよろしいでしょうか。 

ご質問のグループが「入札参

加グループ」であり、＜様式

７＞の「委任状」を提出して

いる場合は、＜様式２２＞は

不要です。 



（１２） 

 

番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) ① - 質  問 回  答 

55 
委任状（復代

理人） 
41 23     

グループで参加する場合は様

式２３を提出すればよろしい

でしょうか。 

また、競争参加資格確認申請

時に様式７を提出していても

様式２３の提出は必要でしょ

うか。 

ご質問の前段について、ご質

問のグループが「入札参加グ

ループ」であり、＜様式７＞

の「委任状」を提出している

場合は、通常（ご質問の後段

への回答を参照してくださ

い。）は＜様式２３＞を提出

してください。 

ご質問の後段について、実際

の入札書等及び提案書の提出

等の入札手続を＜様式７＞で

委任を受けた者（本人）が行

う場合は＜様式２３＞は不要

となりますが、通常は復代理

人（代理人の代理人）を定め

ることが多いものと認識して

います。 

56 
委任状（復代

理人） 
41 23     

復代理人とは、開札に立ち会

う者を指すのでしょうか。 

「代理人」と「復代理人」の

違いについてご教示くださ

い。 

番号５４、５５への回答を参

照してください。 

57 
提案書類の提

出書類 
46 26     

ＥＸＣＥＬ以外の提案書類は

ＰＤＦでの提出ですので、Ｗ

ＯＲＤ様式についてはイラス

トレーターなど他のソフトで

作成してもよろしいでしょう

か。 

番号４３への回答を参照して

ください。 

58 
事業実施に対

する取組姿勢 
48 28     

Ａ４版１枚とありますが、本

様式の枚数が複数にわたる場

合は枝番ともあります。枚数

制限は何枚でしょうか。その

他の様式についても再度枚数

の指定をお願いします。 

＜様式２８＞はＡ４版１枚と

し、＜様式２８＞の脚注

「２」を削除します。なお、

他の様式において同じような

ことが生じている場合は、上

記の取扱いと同様とし、記載

されてる枚数の方を正としま

す。 

59 
長期事業収支

計画表 
55 35     

様式３５、３６については様

式集としてＥＸＣＥＬデータ

はいただけないのでしょう

か。 

ＥＸＣＥＬデータ（計算式

（金利計算等）を含む。）

は、入札参加者が作成してく

ださい。 

60 
入札金額内訳

書 
57 37     

様式３７～４０の業務毎の入

札金額内訳書について、費目

にない項目（例えば特別目的

会社設立の関連費用や保険料

ご理解のとおりです。入札説

明書Ｐ３４の「(1) サービス

購入費の構成等」を参照して

ください。 
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番号 質問項目 頁 様式 章 1 (1) 1) ① - 質  問 回  答 

等）は「その他費用」に記載

すればよろしいでしょうか。

61 
適切性につい

て 
79 44     

各業務の様式の中で「適切

性」を記載することを求めら

れていますが、言葉がよくわ

かりません。具体的にどのよ

うな内容を記載すればよいの

でしょうか。（提案をすれば

よいのでしょうか。要求水準

等を満たしているかを記載す

ればよいのでしょうか。） 

提案の「適切性」は、本学

（主に審査委員会）が判断

（評価）するものであり、入

札参加者においては、例えば

＜様式４４＞の場合、施設整

備業務における実施体制の提

案（設計業務、建設工事、独

自の提案等）について記載し

てください。 

なお、当該提案は「要求水準

等」を満たしている必要があ

り、「要求水準等」を満たし

ていることを基本（ベース）

としたうえで評価することと

しています。 

 

＜ ③ 要求水準書 本文に関する質問 ＞ 
 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

62 
入居時期につ

いて 
3 1 3 5    

入居計画に関して、初年度に

満室にした場合、翌年入学の

留学生等が入居できなくなる

と思いますが、初年度の入居

率を低めに設定するなどの計

画はありますでしょうか？ 

入居期間は、原則として２年

を想定しています。ただし、

初年度については、入居期間

２年を半数、入居期間１年を

半数の構成にする予定です。

入居期間１年の入居者が退居

次第、次年度の入居者（入居

期間は原則として２年）を入

居させます。 

63 
入居時期につ

いて 
3 1 3 5    

１年に退去する入居者は何人

程度と想定すればよろしいで

しょうか。毎年、半分づつの

入居者が入退去すると考えて

よろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。番号

６２への回答を参照してくだ

さい。 

64 
一団地認定申

請について 
6 2 2 10    

一団地認定で対象となる敷地

面積は、キャンパス全体でし

ょうか。または、今回計画敷

地全体でしょうか。また、各

区画面積でしょうか。 

キャンパス（青葉山３団地）

の全体を対象とします。 

65 
一団地認定に

ついて 
6 2 2 10    

青葉山３団地の一団地認定に

ついては、現在のところ未認

定とありますが、前回の質疑

ご理解のとおりです。ただ

し、本学が行う認定手続きの

時期については、前後する可



（１４） 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

回答から平成２９年３月の開

発工事許可後、大学にて一団

地認定を行い、その認定後事

業者にて本施設の新築（敷地

としては増築）に伴う一団地

認定を行うという理解でよろ

しいでしょうか。 

能性があります。 

66 

自 転 車 置 き

場・バイク置

場 

9 2 5 6    

将来的に整備する７５２台分

については、２００台は整備

するが、５５２台は敷地の確

保をするだけでよいという意

味でしょうか。 

ご理解のとおりですが、

５５２台分のスペースを事業

場所（敷地）内に含むものと

し、自転車置場・バイク置場

として使用する場合（しない

場合もある。）までの適切な

整備（例えば、芝張り、舗

装、砂利敷き等）が必要とな

ることに留意してください。

この場合、当該適切な整備に

関する施設整備業務、維持管

理業務等については、本事業

における事業者の業務範囲に

含むものとし、５５２台（そ

の一部の場合もある。）分の

スペースを自転車置場・バイ

ク置場として使用する場合に

必要となる費用は本学の負担

とします。 

67 

自 転 車 置 き

場・バイク置

場 

9 2 5 6    

将来的に整備する７５２台分

（５５２台）については、整

備するスペースを確保（敷地

の確保）はするが、整備及び

管理対象外と理解してよろし

いでしょうか。 

番号６６への回答を参照して

ください。 

68 ユニット居室 9 2 5 7    

身障者用居室は、全７５２室

に対して男子学生用２室、女

子学生用２室の計４室と考え

てよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

69 禁煙について 13 3 1 1 2 ⑩  

水準書の中で禁煙となってお

りますが建物内の喫煙ブース

等も不可なのでしょうか？７

５２名の生徒の中では、喫煙

者も想定されますが（国によ

って喫煙者が多い所もありま

す）数か所の準備は不必要で

しょうか？ 

本学の敷地内及び敷地周辺は

すべて禁煙としますので、喫

煙ブース等は不要です。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

70 
将来建物から

の見え方 
14 3 1 1 5 ③  

「資料５事業敷地範囲図」に

示す将来建物からの見え方に

配慮することとありますが、

具体的にどの建物かご教示い

ただけますでしょうか。 

また将来建物の計画図・設計

図等をご提示頂けますでしょ

うか。 

「資料５ 事業敷地範囲図

（差し替え）」に示す既存建

物、建設中建物及び将来計画

建物を対象とします。なお、

「資料５ 事業敷地範囲図

（差し替え）」を、本質問回

答書の公表と同時に、本学の

ホームページにパスワード付

で公表します。当該資料を閲

覧（ダウンロード）するため

のパスワードは、「資料１」

から「資料１８」のとき同じ

ものを使用します。当該パス

ワードの再度の発行を希望す

る者は、要求水準書 目次の

下段に記載の＜申込方法＞

に準拠して申込みを行ってく

ださい。ただし、当該申込の

日時は、平成２８年４月２８

日（木）１２時までとしま

す。 

71 受変電設備 15 3 1 3 2 ① ｱ 

共同溝にケーブルラックの布

設及び配管を設置とあります

が、既存のケーブルラックの

利用を考慮してもよろしいで

しょうか。 

既存のケーブルラックの利用

は不可とします。 

72 受変電設備 15 3 1 3 2 ① ｱ 

上記を検討するにあたり、既

存のケーブルラックの布設及

び配管の設置、各種ケーブル

の布設状況の分かる資料をご

教授ください。 

「資料１９-１ 既設共同溝位

置図」及び「資料１９-２ 既

設共同溝断面図」を、本質問

回答書の公表と同時に、本学

のホームページにパスワード

付で公表します。当該資料の

閲覧（ダウンロード）等につ

いては、番号７０への回答と

同様とします。 

73 受変電設備 15 3 1 3 2 ① ｱ 

将来ケーブル等の増設に対応

が可能とするとは、本施設用

高圧ケーブルがもう１回線追

加可能とすることでよろしい

でしょうか。 

ご理解のとおりです。 

74 受変電設備 15 3 1 3 2 ① ｱ 

高圧配線はエネルギーセンタ

ー棟から１回線で供給するこ

とになっていますが、災害時

等も考慮して２回線受電とす

２回線受電は、必要ありませ

ん。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

る必要はないでしょうか。 

75 

構内電話・情

報設備（イン

ターネット） 

16 3 1 3 2 ④ ｱ 

共同溝にケーブルラックの布

設及び配管を設置とあります

が、既存のケーブルラックの

利用を考慮してもよろしいで

しょうか。 

番号７１への回答を参照して

ください。 

76 

構内電話・情

報設備（イン

ターネット） 

16 3 1 3 2 ④ ｱ 

上記を検討するにあたり、既

存のケーブルラックの布設及

び配管の設置、各種ケーブル

の布設状況の分かる資料をご

教授ください。 

番号７２への回答を参照して

ください。 

77 

構内電話・情

報設備（イン

ターネット） 

16 3 1 3 2 ④ ｱ 

将来ケーブル等の増設に対応

可能とするとは、本施設用構

内電話・情報設備に必要な幹

線が同程度追加可能とするこ

とでよろしいですか。 

ご理解のとおりです。 

78 

構内電話・情

報設備（イン

ターネット） 

16 3 1 3 2 ④ ｶ 

天井内配線ラックは空配管と

し躯体面に固定としてよろし

いですか。（適宜プルボック

ス及び点検口を設置） 

ご理解のとおりです。ただ

し、耐震性について考慮して

ください。 

79 
ゴミ置き場に

ついて 
19 3 1 4 1 ⑧  

ゴミ置場の設置場所について

は関係監督官庁と打合せ、

数、大きさ、設置場所は決ま

りますが、実際の構造物の指

定はございますか？ 

構造物の指定はありません

が、要求水準書Ｐ１９の(4) 

1)の⑧から⑩の要件に留意し

てください。 

80 
ユニット居室

の面積 
20 3 2 1    

ユニット居室の面積が１２㎡

から１１～１２㎡に変更にな

っていますが、変更の趣旨は

なんでしょうか？ 

現在のＵＨ三条Ⅱのユニット

居室が１１.６㎡、ＵＨ片平

のユニット居室が１１.７㎡

となっていることから、本事

業のユニット居室も１１～

１２㎡としました。なお、事

業者の提案は、各ユニット居

室が１１～１２㎡で、ユニッ

ト居室の合計が７５２人×

１１㎡=８,２７２㎡以上であ

ることに留意してください。

81 
警備員室につ

いて 
20 3 2 1    

管理事務所は、管理人用の執

務室となっておりますが、警

備員の詰め所として利用して

も構わないでしょうか。 

管理事務室は、管理人用の執

務室として利用するととも

に、警備員の執務室として利

用することは問題ありませ

ん。ただし、管理人及び警備

員の仮眠等は、宿直室を利用

してください。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

82 機械設備 23 3 2 2 3   

脱衣室内の給水設備はどのよ

うな用途を想定されています

か。 

要求水準書Ｐ３０の「脱衣

室・設備及び備品等（サービ

ス購入費の対象）」の欄に

［小型壁付き手洗いシンク］

を追加します。 

83 交流室 24 3 2 2 3   

管理施設部分に交流室とあり

ますが、多目的室と読み替え

てよろしいでしょうか。 

要求水準書Ｐ２４の「交流

室」を「多目的室」に修正し

ます。 

84 
施設の構成イ

メージ 
29 3 2 4    

管理施設部と寄宿舎部の間に

「施設外部より」と有ります

が、下層に管理施設部を設置

しその上階に寄宿舎部を設置

するという形態は可能でしょ

うか。 

ご質問のような形態も可能で

す。 

85 
大 規 模 な 修

繕・更新業務 
36 4 2 2 6   

大規模な修繕・更新業務期間

中は、入居定員の減が可能で

しょうか。 

また、サービス購入費の支払

いは、維持管理費相当のみを

計上することになるのでしょ

うか。 

原則として、入居者を退居さ

せての大規模な修繕・更新業

務は想定していません。例え

ば、ユニット居室は入居者の

退去時に当該業務を行い、ユ

ニット共用部分は、当該部分

の私物等をユニット居室等へ

移動させ、あるいは、水回り

については一時的に使用中止

にするなどして、当該業務を

行うことを想定しています。

なお、本事業における大規模

な修繕・更新業務とは、入札

説明書Ｐ５において「※

（略）入札説明書等（主に要

求水準書）に示す機能を維持

するために行う日常的及び定

期的な修繕・更新業務のう

ち、一定の期間が経過した後

にまとめて行う大規模な修

繕・更新業務のこととし、入

札説明書等（主に要求水準

書）に示す機能を維持するた

めに行う修繕・更新業務の範

囲を超えた、いわゆる建築工

事や設備工事の全面リニュー

アルまでを求めるものではな

い。」としていることに留意

してください。 

86 空気環境測定 41 4 4 5 2 ⑤  「(5)設備管理記録の作成及 本学の規則等（国立大学法人
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

記録 び保管 2)点検記録（法定点

検・定期点検・保守記録）⑤

空気環境測定記録」の記載が

ありますが、当該業務は法令

で必要なものでしょうか、ま

たは貴学で求められているも

のでしょうか。法令であれば

該当法規をご教授ください。

東北大学エネルギー管理標

準）によるものとします。 

87 
大 規 模 な 修

繕・更新業務 
46 4 8     

大規模な修繕・更新業務は入

札説明書等に示す機能を維持

するために行う、とあります

が、様式５１「大規模な修

繕・更新計画」により提出す

る事業期間中の修繕計画と必

ずしも一致する必要はない

（例えば、計画したが状況に

より実施しない、または実施

時期を延期することも可能）

という理解で宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりです。＜様式

５１ 大規模な修繕・更新計

画＞は、あくまでも参考（目

安）資料として取り扱うもの

とし、事業者は、常に入札説

明書等（主に要求水準書）に

示す機能を維持するために、

日常的及び定期的な修繕・更

新業務、あるいは、大規模な

修繕・更新業務を実施するも

のとします。なお、当該機能

が満たされているのであれ

ば、＜様式 ５１ 大規模な

修繕・更新計画＞に記載のあ

る項目の実施を延期しても、

あるいは、中止してもよいも

のとします。逆に、当該機能

を満たすために必要であれ

ば、＜様式５１ 大規模な修

繕・更新計画＞に記載のある

項目の実施を早めたり、＜様

式５１ 大規模な修繕・更新

計画＞に記載のない項目を実

施する必要があります。ただ

し、＜様式５１ 大規模な修

繕・更新計画＞は、本学と事

業者が関連事項について協議

をするときの基本的な参考資

料となることに留意してくだ

さい。 

88 
個人情報の保

護 
47 5 2     

個人情報の適切な管理を行う

能力を有しない者が選定され

ることがないよう、管理運営

業務及び入居者サービス業務

に関する要求水準の中にも、

個人情報保護対策の観点が必

要ではないでしょうか。 

事業者は、事業契約書（案）

第８８条の全般とともに、特

に同第３項の規定に基づいて

業務を実施する必要があり、

そのための体制やシステムは

事業者の提案によるものとし

ます。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

89 
入居者選考に

ついて 
48 5 3 1 2 ②  

入居者選考に関して大学がの

規定は、どのような項目があ

るのでしょうか。選考作業の

煩雑さを確認したいと思って

います。 

現在は、日本人学生について

は、Ａ４用紙に入居希望理由

を記載させ、当該内容を一定

の基準に基づいて審査してい

ます。また、外国人留学生に

ついては、本学と外国の大学

の協定に基づいて入居の許可

をしています。 

90 
寄宿料等徴収

について 
50 5 3 1 2 ⑥  

帰国前の留学生等の 終月寄

宿料・光熱水費請求はどのよ

うに徴収していますでしょう

か？（ 終日にメーターを当

日検針、日支払い？など） 

現在は、退居の点検時に現金

で徴収しています。なお、徴

収額が決定できない場合は、

退居月の前々月と前月の平均

で徴収しています。 

91 
寄宿料等徴収

について 
50 5 3 1 2 ⑥  

帰国した留学生等の入居時預

かり金の返金は、個人口座を

利用していますでしょうか。

その際、海外送金の手数料は

非常に高額ですが、差額を入

金していますでしょうか。 

現在は、帰国する場合につい

ては、退居の点検時に現金で

返納しています。また、退居

後も日本に滞在する場合につ

いては、入居者が指定する口

座に振り込んでいます。 

92 
寄宿料等徴収

について 
50 5 3 1 2 ⑥  

帰国した留学生等の入居時預

かり金で不足の場合、請求は

海外送金を利用していますで

しょうか。またクレジット払

いとしていますでしょうか。

現在は、退居の点検後速やか

に事業者が指定する口座に振

り込ませるか、退居の点検時

に現金で納付させています。

よほどのことがない限り、海

外からの送金はさせていませ

ん。 

93 
寄宿料等徴収

代行業務 
50 5 3 1 2 ⑥ ｱ a

寄宿料徴収の期日、大学様へ

の納付の期日等のスケジュー

ルは、今後示されるという理

解でよろしいでしょうか。 

大学の会計規程では、例え

ば、４月分の寄宿料は４月中

に大学へ納入されれば問題あ

りません。なお、実際の入居

者の指定する口座からの引き

落とし日や事業者から本学へ

の納入日等については、上記

の条件に基づいて、本学と事

業者が協議のうえ、決定する

ものとします。 

94 

寄宿舎全体共

用部分の光熱

水費 

50 5 3 1 2 ⑥ ｱ c

表中「光熱水費」の「摘要」

では寄宿舎全体共用部分の光

熱水費は貴学負担と読み取

れ、入札説明書（３５頁、末

尾※印）とは異なりますが、

寄宿舎全体共用部分の光熱水

費は「貴学負担」と「管理運

営費に含む」のいずれでしょ

要求水準書Ｐ５１の「光熱水

費のうち、入居者専用部分

（ユニット居室、ユニット共

用部分）については入居者の

負担、寄宿舎全体共用部分、

管理施設のうち多目的室、準

備室、研修室、コピールーム

については本学の負担とし、
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

うか。 （略）。光熱水費のうち、入

居者及び本学負担以外の部分

及び外構については、事業者

の管理運営業務（施設管理業

務）のサービスに係る対価に

含むものとし、（略）。」を

「光熱水費のうち、入居者専

用部分（ユニット居室、ユニ

ット共用部分）については入

居者の負担、管理施設のうち

多目的室、準備室、研修室、

コピールームについては本学

の負担とし、（略）。光熱水費

のうち、入居者及び本学負担

以外の部分及び外構について

は、事業者の管理運営業務

（施設管理業務）のサービス

に係る対価に含むものとし、

（略）。」に修正します。 

なお、入札説明書Ｐ３５の

「※ なお、寄宿舎全体共用

の光熱水費、管理施設のうち

多目的室、準備室、研修室、

コピールーム以外の光熱水費

及び外構の光熱水費について

は、管理運営費相当（施設管

理業務）に含むものとす

る。」は、原案のとおりとし

ます。 

95 水光熱費負担 50 5 3 1 2 ⑥ ｱ c

「水光熱費」について摘要の

中に、「寄宿舎全体共用部

分、管理施設のうち多目的

室、準備室、研修室、コピー

ルームについては本学の負

担」となっていますが、入札

説明書P４１においては、寄

宿舎全体共用部分の水光熱費

は、管理運営費でみるようで

すが、整合性はいかがでしょ

うか。 

番号９４への回答を参照して

ください。 

96 

ユニット共用

部分の電気料

金 

51 5 3 1 2 ⑥ ｱ c

ユニット共用部分の電気料金

はユニット内の人数で等分し

て徴収するとありますが、ユ

ニット内に入居者がいない

（入居者ゼロの）場合はどう

ユニットに入居者がいない

（入居者ゼロ）場合は、電力

会社に基本料のみの支払とな

り、当該基本料は、本学で負

担します。 



（２１） 

 

番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

するのでしょうか。 

97 
ヘルプデスク

業務 
52 5 3 2 3 ①  

ヘルプデスク業務において

は、英語対応は不要でしょう

か。 

管理運営業務及び入居者サー

ビス業務の全体を通して、英

語での対応が可能な職員を１

ポスト（以上）配置すること

でよいものとします。対応時

間は、原則として、平日

（土・日、祝・休日を除く）

７時から２１時までとしま

す。ただし、３～４月、９～

１０月の繁忙期にあっては、

業務に支障がないように英語

での対応が可能な職員につい

て増員するものとします。 

98 
フロントサー

ビスについて 
52 5 3 3    

フロントサービス業務に関し

て、フロントの休日（お盆休

み、正月休み等）の規約は制

限などはありますでしょう

か？ 

管理運営業務及び入居者サー

ビス業務の対応時間（有人サ

ービス）は、原則として、平

日（土・日、祝・休日を除

く）７時から２１時までとし

ます。ただし、年末年始（正

月休み）の１２月２９日から

１月３日の間は休みとしても

構いません。なお、夏季（お

盆休み）については、９月退

居の外国人留学生が次の住ま

いを見つけて退居を開始する

時期のため、特別な休みは設

けないものとします。 

99 
アドバイザー

について 
53 3 3 4 2 ③  

アドバイザーの募集、任命等

は大学で行うのでしょうか？

また、活動内容である一定の

基準を満たしていない場合に

解任などはあるのでしょう

か？ 

アドバイザーの募集及び任命

等は本学で実施します。ま

た、アドバイザーとしての責

務を果たさない入居者は、解

任して退居させることがあり

ます。 

100 

オープンセレ

モニー開催等

の支援業務 

53 5 3 4 2 ①  

「管理運営業務計画書に加

え、“毎事業年度”の１か月

前までにオープンセレモニー

開催等の支援業務年間計画書

を作成し」とありますが、オ

ープンセレモニーは事業期間

中毎年開催するわけではな

く、施設供用開始時の1度き

りとの理解でよろしいでしょ

うか。 

ご質問の前段について、オー

プンセレモニーは、本施設の

供用開始時の１度のみの開催

とします。なお、本施設の供

用開始が２期にまたがる場合

は、１期のみでの実施だけで

よいものとします。 

ご質問の後段について、ご理

解のとおりです。 
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

また、広報業務や入居者主催

事業等に関する支援業務に関

しては、事業期間中毎年必要

との理解でよろしいでしょう

か。 

101 

空室補修・ク

リーニングに

ついて 

54 5 3 5 3 ④  

入居一時金は、大学側に納付

いたしますが、クリーニング

等の実費請求があった場合、

残金は大学から入居者に直接

返金されるのでしょうか。 

手続上の関係等から、事業者

が一時的に立替えて入居者に

支払う（返却する）ものと

し、後日速やかに、当該立替

えた金額を本学に請求するも

のとします。 

102 
生活品レンタ

ル業務 
56 5 4 2 3   

入居者がレンタル利用できる

生活用品が例示されています

が、例示という事は、場合に

よってはここに示されている

品目をレンタル対象から外し

ても構わない、という理解で

よろしいでしょうか。 

要求水準書Ｐ５６の「3) 要

求水準」の「本施設におい

て、入居者は、以下に例示す

る生活用品について、（略）」

を「本施設において、入居者

は、以下の生活用品につい

て、（略）」に修正し、①から

⑤の生活用品については必須

とします。 

103 
生活レンタル

業務について 
56 5 4 2 3   

入居者サービス業務、生活品

レンタル業務に関して、パソ

コン以外の家電持ち込み禁止

とありますが、例外はありま

すでしょうか？（電気シェー

バー、加湿器、空気清浄器、

ドライヤーなど） 

家電製品や什器類の持ち込み

禁止としているのは、退居時

の粗大ゴミの発生を防止する

ためです。したがって、鞄等

に入れて持ち運びができる小

型のもの、衣装等を運ぶため

のコンテナや収納ケース等及

び一般ゴミとして処分できる

ものについては、持ち込める

ものとしています。 

104 
主な設備及び

備品等の仕様 
63 

別 

2 
    

「本学と事業者が協議のう

え、本学が同等以上と認めた

場合にあっては、当該仕様を

変更することができるとす

る。」となっていますが、個

別対話において、仕様変更を

提案し、貴学が認めた場合に

は、それを要求水準として提

案することは可能でしょう

か。 

ご理解のとおりです。 

105 
主な設備及び

備品等の仕様 
69 

別 

2 
11     

管理事務室の「下記設備及び

備品等は、あくまでも参考と

し、設置の有無、品目、数量

及び仕様については、事業者

ご理解のとおり、別紙２を正

とします。ただし、事業者が

実施する維持管理業務、管理

運営業務及び入居者サービス
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番号 質問項目 頁 章 1 (1) 1) ① ｱ a 質  問 回  答 

の提案とする」となっていま

す。要求水準書Ｐ３１におい

ては、※を対象としています

が、別紙２が正しいと理解し

てよろしいでしょうか。 

業務に支障がないものとして

ください。 

106 
主な設備及び

備品等の仕様 
71 

別 

2 
12     

宿直室の「下記設備及び備品

等は、あくまでも参考とし、

設置の有無、品目、数量及び

仕様については、事業者の提

案とする」となっています。

要求水準書Ｐ３１において

は、※を対象としています

が、別紙２が正しいと理解し

てよろしいでしょうか。 

番号１０５への回答を参照し

てください。 

107 
主な設備及び

備品等の仕様 
72 

別 

2 
15     

清掃員控室の「下記設備及び

備品等は、あくまでも参考と

し、設置の有無、品目、数量

及び仕様については、事業者

の提案とする」となっていま

す。要求水準書Ｐ３２におい

ては、※を対象としています

が、別紙２が正しいと理解し

てよろしいでしょうか。 

番号１０５への回答を参照し

てください。 

 

＜ ④ 要求水準書 資料に関する質問 ＞ 
 

番号 質問項目 
表資
番号 

○○
枚目 

上中 
下段 

－ 質  問 回  答 

108 敷地の高低差 6    

資料６に建設予定地盤高さが

記載されていますが、現地を

確認したところ、記載の数値

以上の高低差があるように見

られました。今後、記載され

た数値に造成されるのでしょ

うか。 

ご理解のとおりです。 

109 断面について 7    

断面の位置がわかりません。

キープランなどでＡ,Ｂ,Ｃ,

Ｄ,Ｅ断面がどこに当たるか

教えていただけませんでしょ

うか。 

「資料６ 学生寄宿舎事業敷

地範囲図」の図中に○－○

（○内にアルファベット記

号）で示すＡ～Ｅが、「資料

７ 構内通路断面図」のＡ～

Ｅの各断面位置に該当しま

す。 

110 受変電設備 10 2   
設備系統インフラ図（電気設

備：受変電設備参考図）に将

将来用の分岐スペ－スは、必

要とします。 
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番号 質問項目 
表資
番号 

○○
枚目 

上中 
下段 

－ 質  問 回  答 

来用の分岐スペースを設けて

おりますが不要としてよろし

いでしょうか。 

111 
設計業務特記

仕様書 

13 

-5 
5 下  

※印の付いた資料はいつ貸与

できるでしょうか。 

事業者の決定後に貸与するも

のとします。なお、文部科学

省のホームページ「文部科学

省の施設整備に関する技術的

基準等」にて閲覧（ダウンロ

ード）が可能です。 

＜ ⑤ 事業者選定基準に関する質問 ＞ 
 

番号 質問項目 頁 １ (1) 1) ① ｱ a － 質  問 回  答 

112 
加点項目その

２ 
13 5 3 7    

維持管理・管理運営・入居者

サービス業務期間に関する事

項の配点が４０点と非常に高

くなっています。その意図

と、期間が長い方が評価され

る理由をご教示ください。 

長期間にわたり本施設の維持

管理業務、管理運営業務及び

入居者サービス業務の提供を

受けられることなどを、より

高く評価することとしまし

た。 

113 
加点項目その

２ 
13 5 3 7    

コンパクトな土地利用計画に

ついて、４５％以下の敷地を

利用する整備計画とあります

が、本事業は建物の高さ制限

もあることから、４５％以下

にするのは難しいと考えてい

ます。理論上可能でしょう

か。 

理論上可能であると認識して

いますが、事業者にあって

は、本項目のみにとらわれ

ず、他の項目とあわせて 良

の提案をしてください。 

114 
加点項目その

２ 
13 5 3 7    

コンパクトな土地利用計画に

ついて、「Ａ」と「Ａ-」評価

の違い（具体的に何％なの

か）をご教示ください。ま

た、同じように「Ｂ」と「Ｂ

-」、「Ｃ」と「Ｃ-」…も詳細

をご教示願います。 

事業者選定基準Ｐ１４の脚注

「※３」を参照してくださ

い。 

115 
評価水準と加

点 
13 5 3 7   

この評価は寄宿舎部分、管理

施設部分の評価で、自転車置

場やゴミ置場などを別棟で計

画した場合、それら付属建物

の構造種別についてはの評価

の対象にならないという理解

でよろしいでしょうか。 

ご理解のとおりです。 

 

 



（２５） 

 

＜ ⑧ その他に関する質問 ＞ 
 

番号 質問項目 － － － － 質問内容 回答 

116 リスク分担表     

整備事業方針で示されたリス

ク分担表（案）の変更はござ

いますか？ 

整備事業方針で提示した「リ

スク分担表（案）」は、あく

までも当該段階での考え方を

示すものであり、本事業の具

体的なリスク分担について

は、入札説明書等（主に事業

契約書（案））に基づくもの

とします。ただし、入札説明

書Ｐ１の下段に記載されてい

る「（略）また、本入札説明

書等及び入札説明書等に関す

る質問回答書に記載がない事

項については、整備事業方針

及び整備事業方針に関する質

問回答書によるものとす

る。」については、考慮する

ものとします。 

117 
防災計画につ

いて 
    

防災訓練等の防災・避難計画

は大学が作成しますでしょう

か。 

防災計画等については、本学

で作成するものとし、事業者

は、本学の作成に積極的に協

力するものとします。 

118 
防火管理者に

ついて 
    

防火管理者は大学で配置しま

すでしょうか、事業者で配置

しますでしょうか。また何名

必要になるでしょうか。 

防火管理者については、本学

より人選するものとし、事業

者は、防災・防火体制等に積

極的に関与するものとしま

す。 

 

 

【追記事項】 

入札参加者におかれましては、本事業への入札参加に当たって、特定行政庁（仙台市）等への各種照

会を行われる場合があるものと認識していますが、特定行政庁（仙台市）等の業務への配慮等から、以

下の事項について遵守するようにしてください。 

① 入札参加企業、入札参加グループ（組成予定の場合を含む。）で、照会の窓口を一元化（担当者を選

定）してください。 

② 照会内容は、一般的な既知の事項、事前の十分な調査等により判断できる事項、事業者として決定

された以降の照会（協議）でもよい事項は含めないものとし、本事業への入札参加に当たって必要と

なる最少限度の事項としてください。 

③ 照会の前に、照会事項を十分に調査・整理し、簡潔かつ効率的な指導等を受けられるようにしてく

ださい。 



（２６） 

 

④ 照会において、本学の判断等が必要な（必要となった）事項については、その内容を文書（書式は

「入札説明書等に関する質問書」に準拠）にて本学に提出するものとし、本学は、可能かつ必要な範

囲で特定行政庁（仙台市）等との協議を含めて対応するものとします。なお、当該提出日時について

は、平成２８年５月２５日（水）１５時までとし、提出場所及び提出方法については、入札説明書Ｐ

１８の「13 入札説明書等に関する質問書の提出及び質問回答書の公表（２回目）」に準拠してくださ

い。 

⑤ 本学へ提出された文書への回答については、事業者選定手続の公平性及び透明性を確保するため、

入札参加者の個別の提案やノウハウにかかわる直接的な事項を除いて、本学のホームページにおいて

適宜公表します。なお、入札参加者の個別の提案やノウハウにかかわる直接的な事項であっても、可

能な限り、当該事項を一般化したうえで公表するものとします。 

 

以 上 

 


